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   芦屋市総合計画の基本構想を改めること及び後期基本計画を定めることについ 

   て 

 

 

 

 芦屋市総合計画の基本構想及び後期基本計画を別冊のように定めることについて、
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   令和８年２月１７日提出 

 

 

 

芦屋市長 髙 島  崚 輔    

 

 

 

 

提案理由 

 

 第５次芦屋市総合計画前期基本計画が令和７年度で終了することに伴い、第５次芦

屋市総合計画基本構想（令和３年度から令和１２年度）の一部改定を行うとともに、

後期基本計画（令和８年度から令和１２年度）を定めようとするもの。 
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第Ⅰ章 基本構想 
 
 
 
  



 
 

１ それぞれが考えるまちの姿 
 

第５次総合計画における基本構想の検討にあたり、幅広い市民・団体の皆さんに芦屋

市の目指すべき将来の姿について意見・提案をいただきました。 

 

 
 

 

  

「ASHIYA SMILE BASE」は、少子高齢化や人口減少が進む中でも、ワクワクできる居心地

のいい空間が身近にあり、みんなの笑顔があふれるホームタウンとして、芦屋市が将来にわたり

住んで良かったと誇れるまちであり続けることを目指すものです。 

「みんなの声を活かして次世代へと人がつながり誰もがイキイキと暮らすまち」は、様々な立

場の市民がまちづくりに参加し、ともに未来を見据えて、自分らしく暮らせるまちを創っていく

ことにより「ASHIYA SMILE BASE」を実現していこうというものです。 

※「市民ワークショップ」は、市内在住、在勤、在学の方に参加いただき、市職員も加わって、芦屋市のこれからについて 

議論しながら、将来像を作成しました。（平成 30 年（2018 年）10 月から平成 31 年（2019 年）１月まで、計５回 

開催、延 191 人[市民 126 人、市職員 65 人]参加） 

※市内で様々な活動を行っている 28 団体に対し、インタビュー形式で芦屋市の強みや理想の姿などをお聞きしました。 

日本一美しく、安全・安心で住みよいまち 

国際文化住宅都市 芦屋 

住宅を核とした賑わいのあるまち 

世界で「唯一」のまち 

折り目正しいまち 

成熟した大人のまち 

一度は住んでみたいまち                 など 



 
 

２ 芦屋市が目指す将来の姿 
 

市民ワークショップで提案された将来像に込められた思いや、市内各団体へのインタ

ビュー内容、市民アンケート結果等の幅広い声を踏まえ、第５次総合計画では基本構想

の目標年度である令和 12 年度（2030 年度）に実現する姿を次の通り掲げます。 

 

 

  

自然とみどりの中で絆を育み、“新しい暮らし文化”を創造・発信するまち 

人口減少・少子高齢化をはじめ、ICT の急速な発達やグローバル化の進展など、社会情勢が

大きく変化している中で、これまでの取組の延長線上だけでは住みやすいまちの持続は難しく

なると考えられます。国際文化住宅都市として先人が築いてきた住環境や暮らしに根付く文

化、地域のネットワークなど、芦屋ならではのまちの良さを継承しながら、市民と行政が未来を

共有し、協働することで、住宅都市としての強みを磨き、さらなる魅力を創造していきます。そし

て、将来の世代にわたって、人々の笑顔があふれ、誇りを持てるまち、さらには多くの人に憧れ

と夢を持って選ばれる「住み続けたいまち、住んでみたいまち芦屋」を目指します。 

市民ワークショップで提案された将来像「ASHIYA SMILE BASE」

は、笑顔があふれる市民みんなのホームタウンをイメージし、第５次総合

計画の将来像をコンパクトに表現したものといえます。これを、市民と職

員が総合計画を我が事として関わり将来像を実現していくためのキャッ

チフレーズとします。 



 
 

３ まちづくりの基本方針 
 
基本方針  
未来の創造 ～ 持続可能な心弾むまちを未来へつなぐデザイン 

日本は、人口減少や少子高齢化の局面を迎えており、世界でも類を見ない課題先進国

です。 

本市でも、人口はピークを越え、減少局面を迎えるとともに少子高齢化はさらに進む

と想定されます。これらの社会の変化を見据えながら持続可能なまちづくりを進めるこ

とがますます重要になります。特に、多様な主体の活躍推進と、その担い手となる人材

をどう育てるのかが肝要です。 

まちは「今」だけではなく、「未来」へ受け継がれます。人口が減少していく中でも、芦

屋市を次世代に健全な姿で引き継ぎ、ワクワクできるまちにしていくために、まちの魅

力をどのように守り、変えていくのか、市民・行政・企業・地域団体等「オール芦屋」で広

い視点を持ち、新たな課題による価値観の変化にも柔軟に対応し、ICT などの技術も活

用しながら、時代に応じた取組を進めていきます。  
 
基本方針を構成する３つの視点 

人のつながり ～ 時代に適い、多様に紡がれるネットワーク 

ICT の発達やグローバル化が進み、急速に変化していく時代に今までと同じつながり

方を続けることは難しいですが、暮らしやまちを豊かにするためには、人と人とのつな

がりが必要であることは変わりません。本市のあらゆる施策にも、コミュニティやつなが

りが重要な要素を占めます。 

本市では従来から自治会活動が活発ですが、担い手の問題や価値観の変化に伴う新

規会員獲得の伸び悩みなど、地域を支える団体にも継続性をはじめとした問題がありま

す。 

これからは、ますます、幅広い年代の市民や市内で活動する法人や各種団体と協力し

ながら、市民力によるまちづくりが一層求められます。今までの良さも認めながら、その

時代、その地域、その人に合った交流のあり方を築いていきます。 

 

暮らしやすさ ～ 地域に包まれ安らぎを感じる暮らし 

安心便利に生活を送れる環境が整っていることは、安定した市民生活の基本です。本

市が経験した阪神・淡路大震災の記憶や教訓を継承しながら、近年頻発する大規模自然

災害や今後発生が懸念される南海トラフ巨大地震、加えて新たな感染症への対応など、

安全・安心に暮らせるまちづくりが求められています。 

また、コンパクトな都市である本市は、鉄道等公共交通機関が発達した便利なまちで

すが、一方で地形やまちの成り立ちによって地域毎に特性があり、暮らす市民も多様で、

それぞれのニーズに対応していく必要があります。 

こどもや高齢者など、様々な背景を持つ人が居住する中、お互いに尊重し、助け合い、

ユニバーサルデザイン1も取り入れた包摂的なまちを目指して、あらゆる人が安心して

暮らしやすく、それぞれのスタイルで活躍でき、自己実現ができるまちづくりを進めます。 

 

資 源 ～ 地域資源を生かし、空間を活用する、これまでとこれからの融合 

 
1 ユニバーサルデザイン：文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障がい・能力の如何を問わずに利用することができる

施設・製品・情報の設計(デザイン)のこと。 



 
 

地域にはハード・ソフトの様々な資源があり、これがまちづくりの源泉となります。 

本市は、山や海の自然に囲まれ、各時代の歴史の舞台にも登場し、多くの文化人を生

み出すなど、伝統や文化も含めて魅力的な資源のあるまちであり、整備されたまちなみ

と暮らし文化が芦屋のイメージを創ってきました。 

しかし、時代の変化につれて徐々にその姿を変えてきています。その魅力を市民があ

まり知らない、十分生かされていないという問題もあります。また、時には新しい価値観

が既存資源と対立することもあります。更には都市空間の活用にも変化が生じると考え

られます。 

洗練された住宅都市としてこれまで築いてきた本市が誇る資源について、残すべきも

のは残し、また、既存のものに新たな価値を加えるなど変えるべきものは変え、時代と

ともに新たな芦屋スタイルとして進化させ、活用していきます。そして、その魅力を発信

しながら、情報の交流などにより、価値創造の好循環を生みだしていきます。 

 

 

時代に適い、多様に 

紡がれるネットワーク 

地域資源を生かし、 

空間を活用する 

これまでとこれからの融合 

地域に包まれ 

安らぎを感じる暮らし 

持続可能な心弾むまちを 

未来へつなぐ創造のデザイン 



 
 

４ 後期基本計画において重視する３つの要素 
 
趣旨  

社会の先行きがますます見通しづらくなる中で、第５次総合計画の、「３ まちづくり

の基本方針」において定める「未来の創造」に向けた取組を進めていくためには、市民の

皆様との「共創」が必要であり、その担い手である「人」を中心に据えることが、より重要

になっていると考えています。なぜなら、まちをつくるのは「人」であり、市民一人ひとり

の行動が欠かせないからです。この考えに基づき、後期基本計画では多様なニーズを持

つ市民同士がつながる仕組みづくりを推進し、世代や属性を問わず、こどもから高齢者、

障がいのある人、外国人市民など、幅広い市民と地域団体・事業者が互いに支え合い、

市民一人ひとりが主役として参画・協働する、住みよいまちづくりをめざします。 

また、このようなまちづくりをめざすとともに、昨今の急激な人口減少や多様化、デジ

タル化の進展といった社会変化の中で、市民一人ひとりが生き生きとし、地域に活力が

ある持続可能なまちとするには、「学び」、「文化」、「協働」の３つの要素を、本市の各種施

策すべてに共通する観点として取り組んでいくことが必要だと考えます。 

後期基本計画策定に当たっては、これら３つの要素の共通性を高めるため、従来から

総合計画と一体的に策定している創生総合戦略に加え、文化推進基本計画、市民参画協

働推進計画も合わせて策定することとしました。 

なお、教育振興基本計画については、令和７年度をもって計画期間を終了し、次期計

画の策定は行わず、これまで教育振興基本計画において定めてきた「基本理念※」や、

「めざすこども像※」の実現に向けては、本後期基本計画の子育て・教育分野における施

策の中で受け継ぐものとしました。 

 
後期基本計画において重視する３つの要素は、それぞれを以下のものとして位置づけ、

様々な施策に共通する観点として各種施策に取り組んでいきます。 

 

「学   び」…市民一人ひとりの生涯にわたる成長を促し、多様な人々と学びあう中

で変化の激しい社会に対応するための関係性を培い、未来を切り拓く

力を育む基盤 

 

「文   化」…地域の魅力を高め、市民の誇りや愛着を醸成し、人の交流と地域の活

性化をもたらす活力の基盤 

 

「協   働」…様々な課題解決や新たな取組に向けたまちづくりの基盤 

  



 
 

教育振興基本計画において定めてきた「基本理念※」と「めざすこども像※」 

 

◆基本理念 

 信頼される学校園と成熟した家庭・地域で育む豊かな人間力 

 

◆めざすこども像 

芦屋で育てる“夢と志をもって自らの未来を切り拓くこどもの姿” 

１ 人とのかかわりやつながりを尊重でき、寛容な心を持つこども 

２ 理解していること・理解できることを実践し、学びを深めることができるこども 

３ 体を動かすことが好きで、健康への意識を向上させるこども 

４ 自ら本を手に取り、本が好きなこども 

 
 

 



 
 

それぞれの要素  
 
学び 

生涯にわたる学びと育ちを支えることは、人口減少社会における地域の活力の源で

あり、個人の自己実現を促し、生きがいや社会とのつながりを育むことで、地域全体の

ウェルビーイング（well-being）2の向上に不可欠です。 

市は、就学前のこどもから社会人まで、ICT を活用した学習環境の整備や市民大学の

運営などにより、すべての市民が学び続け、学びあう環境づくりの支援を行っていきま

す。 

特に、幼児期から義務教育期間における教育・保育においては、公正で最適な学びを

推進し、いじめや不登校など悩みを抱えた児童生徒への支援の充実を図ります。 

また、学校教育、社会教育、地域活動、企業との連携などにより、様々な学びの場づく

りも推進していきます。 

 
文化 

本市には、歴史に培われた美しいまちなみをはじめとする生活に根ざした文化や、文

学や芸術に親しむ文化的風土があります。これらは単なる保存対象にとどめるのではな

く、その価値を理解し、発信し、活用できるようにすることが必要です。 

文化の対象には、生活文化、芸術文化、伝統芸能、景観、地域の人々の営みに基づく

「らしさ」を含みます。こうした文化を地域の魅力として再発見・発信し、未来に向けて創

造的に活かしていくことが、本市の品格と活力を維持するために必要なことです。 

市は、他の施策と連携し、地域文化の継承、文化芸術体験の機会の充実、様々な方が

参加する文化イベントの開催などを推進します。また、文化を通じた地域の活性化も視

野に入れ、「文化を活かしたまちづくり」を進めていきます。 

 
協働 

人口減少の進行やデジタル化の進展、雇用形態の多様化といった社会変化を背景に、

市民ニーズの多様化も進んでおり、限られた行政の資源だけではすべてのニーズに対応

していくことが困難になってきています。このような変化に対応し、笑顔あふれる住みよ

いまちを目指すためには、まちづくりのあらゆる面において、より多くの主体が参画し、

協働することで社会課題を克服する視点が不可欠となっており、多様な主体が連携し、

協働を通じて課題解決を図る重要性が高まっています。 

様々な市民が主体的に関わる仕組みづくりのため、市は、多様な市民と対話を重ね、

課題解決の過程を共有し、力を合わせてまちづくりに取り組む環境を整えていきます。 

 
 

 
2 ウェルビーイング（well-being）：肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあること。 



 
 

 

この計画では、「市民」「市民参画」「協働」という言葉を、次のように定義し、使用しています※。 

※芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例 

「市民」とは 

市内に在住、在勤及び在学する個人並びに市内で活動する法人その他の団体をいいます。 

「市民参画」とは 

市民が市政に参加する意思を反映させることを目的として市の施策の企画立案、実施及び評価

の過程に参加することをいいます。 

「協働」とは 

市民及び市がまちづくりについて、それぞれの役割と責務を自覚し、互いに尊重し、補完し、協力

することをいいます。 



 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第Ⅱ章 後期基本計画 
 
 
 
  



 
 

１ 施策体系 
 

施策分野 施策目標 

施策分野１ 

子育て・教育 

施策目標１ 誰もが安心して生み育てられる環境が充実している 

  

施策目標 2 未来への道を切り拓く力が育っている 

  

施策目標 3 生涯を通じた学びの文化が醸成されている 

   
   

施策分野２ 

健康福祉 

施策目標４ あらゆる人が心地よく暮らせるまちづくりが進んでいる 

  

施策目標５ 健康になるまちづくりが進んでいる 

      

施策分野３ 

市民生活 
施策目標６ 良好な生活環境が整い魅力的な暮らしが創出されている 

      

施策分野４ 

安全安心 

施策目標７ 災害に強いまちづくりが進んでいる 

  

施策目標８ 日常の安全安心が確保されている 

      

施策分野５ 

都市基盤 

施策目標９ 住宅都市の魅力が受け継がれ、高められている 

  

施策目標 10 持続可能なインフラ整備が進んでいる 

      

施策分野６ 

行政経営 

施策目標 11 協働の意欲が高まり市民主体のまちづくりが進んでいる 

  

施策目標 12 人口減少社会に対応した健全で効果的な行財政運営が行われている 

  

施策目標 13 急速な社会変化に対応できる組織になっている 

   



 
 

 
 

 基本施策 

 1-1 

1-2 

仕事と子育てを両立できる環境整備を進めます 

こどもの命と健康が守られ、安心して子育てできる環境をつくります 

   

 2-1 

2-2 

こどもや若者の健全な成長を支えます 

就学前教育・保育施設、学校、家庭、地域が連携・協働し、未来を見据えた教育環境を整えます 

   

 3-1 

3-2 

文化の力を活かした魅力的なまちづくりの推進 

市民による学びの仕組みづくりを進めます 

   
   

 
4-1 

4-2 

4-3 

地域共生社会の実現に向けた協働の体制づくりを推進します 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを進めます 

平和と人権が尊重され、誰もが活躍できる社会の実現を目指します 

   

 5-1 市民の健康づくりを促し、いつまでも自分らしくいきいきと過ごすことができる取組を進めます 

      

 
6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

清潔なまちを協働で維持する取組を進めます 

環境へ配慮した都市生活の仕組みを築き、意識を高めます 

本市の特性に合った地域経済の活性化を目指します 

行政サービスの利便性を高めます 

      

 7-1 

7-2 

自助、共助、公助の連携により、災害に備えます 

まちの防災力を発揮します 

   

 
8-1 

8-2 

8-3 

地域などと連携し防犯・消費者力の向上に取り組みます 

交通ルールを守る意識を高め、歩きやすいまちとなるよう取り組みます 

誰もが安心して適切な医療を受けられる地域を目指します 

      

 
9-1 

9-2 

9-3 

9-4 

住宅都市の魅力を高め、持続可能な都市づくりを進めます 

みどり豊かな美しいまちづくりを進めます 

地域の価値を高める公共空間の活用を進めます 

住宅都市の魅力を高め、良質な住宅ストックを次世代へ継承します 

   

 
10-1 

10-2 

10-3 

持続可能な交通インフラを保全します（道路・橋梁） 

持続可能な生活インフラを保全します（上下水道・ごみ処理施設） 

市内交通の円滑化に向けて取り組みます 

      

 11-1 

11-2 

多様な主体が協働してまちづくりを行える環境を整備します〔第４次芦屋市市民参画協働推進計画〕 

効果的・効率的な情報共有に努めます 

   

 12-1 

12-2 

長期的視点に立った行財政改革を行います 

持続可能な行政サービスの提供に向け、官民に捉われない施設の効率的な運営や最適な配置を進めます 

   

 13-1 

13-2 

不確実性が高まる社会に適応できる行政運営を行います 

職員が能力を発揮し、効率的な行政運営を行えるよう、「働き方改革」を進めます 

   



 
 

２ 分野別施策 

＜施策分野１ 子育て・教育＞ 

施策目標１ 誰もが安心して生み育てられる環境が充実している 

 
 
 
 
■概要 

  第５次総合計画前期基本計画における主な取組 

年々、出生数は減少していますが、共働き世帯が増加し、就学前教育・保育環

境の整備へのニーズが高まっていることから、待機児童など諸課題の解消に向

け、民間保育施設の誘致など、民間事業者と連携し取り組みました。 

放課後のこどもの居場所づくりでは、放課後児童クラブを小学校の全学年で

実施して待機児童を発生させなかったほか、あしやキッズスクエア事業を拡充し

ました。 

また、子育て家庭への経済的支援及びひとり親の就労支援を実施し、大学な

どの受験料支援金や入学支度金を給付したほか、「こども家庭・保健センター」

を開設し、虐待への予防的な対応から子育てに困難を抱える家庭まで切れ目な

い支援ができるよう取り組みました。 

  課題 

保育所等の利用定員が、民間保育施設の誘致などにより増加しましたが、入

所待ち児童は一定数存在すること及び市立幼稚園園児数の減少がさらに進ん

でいることが課題となっています。 

また、放課後のこどもの居場所づくりについては、引き続き、待機児童を発生

させないための受け皿の整備や多様な体験活動の充実が課題となっています。 

こどもと家庭を取り巻く環境は大きく変化しており、個々の家庭の課題・ニー

ズに応えるために、多様なサービスや地域資源を活用した居場所づくりなど必

要な支援を充実させることが必要です。 

 
  



 
 

■指標 

指標 
前期計画 

策定時実績 

前期計画 

策定時目標 

最新 

実績 

後期計画 

終了時目標 

① 入所待ち児童数（人） 181 0 
109 

（R6） 
0 

② 放課後児童クラブ待機児童数（人） 0 0 
0 

（R7） 
0 

③ 放課後児童クラブ利用者の満足度

（％） 

（参考） 

95.9 

（R5） 

－ 
96.4 

（R6） 
100.0 

④ 子育てで困った時に相談できる相

手がいる人の割合（％） 
95.5 95.5 

89.0 

（R5） 
98.0 

⑤ 地域子育て支援拠点事業の利用

者数（人） 
8,082 61,452 

26,728 

（R5） 
51,384 

⑥ 子育て世代の保護者の子育て環

境や支援への満足度（％） 
23.6 29.0 

23.0 

（R5） 
29.0 

（注）「-」は、後期基本計画時に新設したため、前期基本計画には表示が無かったもの。 

 

■関連する主な条例や課題別計画等 

  第３期こども・若者輝く未来プラン「あしや」（令和７～11 年度） 

  健康づくりプランあしや（第４次母子保健計画・健康増進計画・食育推進計画・自

殺対策計画）（令和６～11 年度） 

  教育指針（毎年度更新） 

  



 
 

＜基本施策、主な施策、説明文＞ 

1-1 仕事と子育てを両立できる環境整備を進めます 

1-1-1 社会環境の変化に応じた就学前教育・保育施設の環境整備 
小学校就学前の教育・保育ニーズを的確に把握しながら、既存施設の環境整

備に取り組むとともに、市立幼稚園などに求められる役割を踏まえた適正配置

と今後の運営についての検討を進めます。 

 
1-1-2 こどもたちが放課後を安全・安心に過ごせる居場所づくり 

放課後児童クラブやあしやキッズスクエア事業などの安定的な運営に引き続

き努め、放課後のこどもの居場所づくりとしての機能を充実させるとともに、多

様な体験活動ができる機会を拡充します。 

 

1-2 こどもの命と健康が守られ、安心して子育てできる環境をつくります 

1-2-1 子育て家庭への経済的支援 
経済的な理由でこどもを生み育てることが困難な状況にならないよう支援を

推進するとともに、必要な情報提供の充実を図ります。また、ひとり親家庭の生

活の安定と自立に向け、就労支援などの総合的・継続的な支援を実施します。 

 
1-2-2 児童虐待の未然防止・早期発見・早期対応のための相談・支援体制

の強化 
こども家庭・保健センターにおいて要保護児童対策地域協議会を運営し、こど

も家庭センター・警察・学校・地域などの関係機関との連携体制の充実により、

虐待の未然防止・早期発見・早期対応に取り組みます。 

 
1-2-3 妊娠期から子育て期の切れ目ない支援の充実 

妊娠期からの伴走型相談支援や母子保健と児童福祉の一体的支援を通じて、

すべてのこどもと家庭への支援を充実させ、利用しやすい体制を整備します。 

 
1-2-4 子育て世代間や多世代で交流を図り、情報を共有できる機会と場

所の提供 
子育て家庭が互いに交流できるよう、「つどいのひろば」や「あい・あいるーむ」

などの身近な地域での交流や相談支援事業を実施します。 

 



 
 

  



 
 

＜施策分野１ 子育て・教育＞ 

施策目標２ 未来への道を切り拓く力が育っている 

 
 
 
 
■概要 

  第５次総合計画前期基本計画における主な取組 

こどもや若者の健全な成長を支えるため、生徒指導・不登校連絡協議会や青

少年育成愛護委員による街頭巡視活動などの地域や家庭と連携した取組を推

進したほか、若者相談センター「アサガオ」にて不登校、ひきこもりなどの若者へ

支援を行い、社会生活を円滑に営む上で困難を抱える若者の自立と社会参加

を支援する環境を強化しました。 

未来を見据えた教育環境については、インクルーシブ教育・保育3の推進に向

け、加配教員など配置検討委員会を設置したほか、教職員や支援員などの資質

向上を図るための報告会や研究会などを実施することで、人員の量・質を拡充

しました。 

また、岩園幼稚園では、３歳児保育を本格実施したほか、地域の特色を生かし

た幼稚園づくりを行い、幼児期と児童期の接続に向け、市内就学前施設の交流

を図るため「幼保こ小合同連絡会」での意見交換や「なかよし運動会」、「小学校

ごっこ」において小学校区ごとに５歳児の交流を実施しました。 

教育・保育の質の向上に向けては、職員の研修や ALT をはじめ外部人材の配

置の推進などに取り組みました。また、ICT を有効活用した教育に向けては、児

童生徒に１人１台のタブレット端末を配備するほか、その有効活用を図るため小

中合同授業研究会などで協議や研究を進めました。さらに外国語教育に関して

は、小学校・中学校で連携した授業を実施するとともに、生徒の国際交流の機会

を拡充しました。これらを実施するうえで、喫緊の課題である教職員の働き方に

ついても絶えず見直しを行い、教職員がこどもたちと向き合う時間を確保でき

るよう、業務改善の取組を進めました。 

 
  課題 

すべてのこどもにとって、学校が安心して過ごせる場所でありたいと考えま

す。特にいじめは絶対に許されないことであり、起こさないための教育や相談

できる環境を整えることが急務です。また、いじめはいつでもどこでも起こり得

るため、いじめが発生した場合は早期に適切に対応することが求められていま

す。さらに、いじめを未然に防ぐためには、こどもたち自身がいじめの問題に対

して意識を高め、互いに支え合う姿勢を育むことが重要です。そのため、こども

たちが自分の思いを発信し、安心して相談できる環境を整えていきます。 

児童生徒の学習意欲や自己肯定感が低下している中、興味や疑問を動機付

けにして、主体的に学ぶ楽しさを取り戻すため、持続的な学習意欲と問題解決

力を育む必要があり、児童生徒が自ら問いを立て、現実社会とかかわる体験を

通じて課題を深く理解し、対話を通して多様な価値を尊重しながら合意形成を

 
3 インクルーシブ教育・保育：個別的配慮が必要な児童と他の児童が集団で共に学び育ちあう教育及び保育のこと。 



 
 

図る力の育成がこれまで以上に求められています。また、社会環境の変化や人

間関係の複雑化により、不登校となる児童生徒も増加傾向にあり、こども一人

ひとりの気持ちに寄り添い、早期発見と支援を強化することが重要です。さら

に、日本語支援を必要とする児童生徒が増加しており、学習や生活面での支援

体制の強化が求められています。加えて、学校においてもすべての児童生徒が

安心してともに成長できる学校づくりを絶えず進めていく必要があります。 

中学校部活動の地域展開により、今後はこどもたちが地域のスポーツや文化

活動に関わる機会が得られる可能性がある一方で、活動の質や機会の均衡を

保つための体制整備が課題となります。学校と地域が一体となった取組を推進

します。 

 
  



 
 

■指標 

指標 
前期計画 

策定時実績 

前期計画 

策定時目標 

最新 

実績 

後期計画 

終了時目標 

① いじめはどんな理由

があってもいけない

ことだと思うと回答

した児童生徒の割合

（％） 

小学生 

（参考） 

95.5 

（R5） 

－ 
94.6 

（R6） 
100.0 

中学生 

（参考） 

94.6 

（R5） 

－ 
95.5 

（R6） 
100.0 

② 若者の自己肯定感

（％） 

中学生 34.1 40.0 
48.6 

（R5） 
50.0 

15～39

歳 
49.2 50.0 

57.1 

（R5） 
60.0 

③ 将来の夢や目標を持

っている児童生徒の

割合（％） 

小学生 83.9 87.0 
80.0 

（R6） 
87.0 

中学生 69.1 72.0 
67.0 

（R6） 
72.0 

④ 問題解決型学習に取

り組んだという実感

を持った児童生徒の

割合（％） 

小学生 

（参考） 

76.1 

（R5） 

－ 
80.9 

（R6） 
100.0 

中学生 

（参考） 

76.9 

（R5） 

－ 
77.6 

（R6） 
100.0 

⑤ 学校に行くのは楽し

いと思う。どちらか

というと思う。という

実感を持った児童生

徒の割合（％） 

小学生 

（参考） 

80.8 

（R5） 

－ 
80.7 

（R6） 
88.0 

中学生 

（参考） 

82.0 

（R5） 

－ 
81.7 

（R6） 
85.0 

⑥ こどもと接する機会がある人の

割合（％） 
65.3 68.0 

62.4 

（R5） 
68.0 

（注）「-」は、後期基本計画時に新設したため、前期基本計画には表示が無かったもの。 

 

■関連する主な条例や課題別計画等 

  第３期こども・若者輝く未来プラン「あしや」（令和７～11 年度） 

  いじめ防止基本方針（平成 30 年改定） 

  教育指針（毎年度更新） 

 
  



 
 

＜基本施策、主な施策、説明文＞ 

2-1 こどもや若者の健全な成長を支えます 

2-1-1 こどもや若者との対話を重視した施策の推進 
「子どもの権利条約」・「こども基本法」の趣旨や内容を基に、こども・若者は、

生まれながらに権利の主体であることが理解されるよう情報提供や啓発を行う

とともに、こどもや若者が意見を表明しやすい環境づくりを行い、対話しながら

施策を進めていきます。 

 
2-1-2 いじめ防止と現代的社会問題への対応に向けた地域・家庭との連

携強化 
こどもたち一人ひとりが安心して過ごせるよう、いじめの未然防止に向けた

教育や教育相談の充実などを図り、また、いじめが発生した場合は早期発見・早

期対応を心がけ、適切に対応します。さらに、性に関する問題や、情報通信技術

の発展に伴う問題、こどもの貧困及びヤングケアラーなどの社会問題に対応す

るため、地域や家庭と連携した取組を推進します。 

 
2-1-3 こども・若者の悩みへの対応・解消や社会参加の促進、自主活動の

支援 
広報・啓発の充実を図りながら、相談事業などによりこども・若者を支援する

とともに、安心して過ごせる居場所づくりの実現に向けた活動を支援します。 

 

2-2 就学前教育・保育施設、学校、家庭、地域が連携・協働し、未来を
見据えた教育環境を整えます 

2-2-1 インクルーシブ教育・保育の推進 
配慮を必要とするこどもの支援を充実し、インクルーシブ教育・保育を推進す

るとともに質の向上に取り組みます。 

 
2-2-2 時代に応じた質の高い教育・保育環境の整備 

就学前教育・保育施設における官民協働による教育・保育研究を通じて職員

の学びを進め、個々に応じて健やかな育ちを確保するとともに、育ちの連続性

の共通理解につながる交流などの実施により、小中学校との円滑な接続を図り

ます。また、こどもたちそれぞれの個性や特性、興味関心、理解度等を踏まえた、

一人ひとりに公正で最適な学び（ちょうどの学び）を推進し、小中学校における

探究的な学びや外国語教育、食育などを充実させます。こどもたちの学びを支

えるために、引き続き、教職員の担うべき業務を整理するとともに効率化を図

り、教職員がこどもたちと向き合う時間を確保するための取組を進めます。 

 

2-2-3 登校しづらい児童生徒への支援 
登校しづらい児童生徒が安心して学ぶことができる環境づくりを推進します。

また、不登校の状況改善や社会的自立に向けて、学校だけでなく家庭や地域社



 
 

会、関係機関との連携をより一層深め、適切な対応を行います。さらに、保護者

への支援も重要視し、相談窓口や支援を得られる機会を整備していきます。 

 
2-2-4 日本語支援を要する児童生徒への支援体制の整備 

日本語支援を要する児童生徒に対して、日本語習得の指導方法や教材の整

備を行い、効果的な支援が実施できる体制を整えることで学習や生活面での支

援が強化され、児童生徒が安心して学校生活を送れるよう取り組みます。 

 
2-2-5 ICT を有効活用した教育の推進 

未来を担うこどもたちが、社会環境が変化するなかでも豊かな創造性を発揮

できるよう ICT の環境を整備するとともに効果的に活用し、情報活用能力の視

点を取り入れた教育を実践します。 

 
2-2-6 就学前教育・保育施設、学校、家庭、地域が連携し、社会の中で学

べる環境づくり 
地域全体で未来を担うこどもの成長を支えるため、就学前教育・保育施設で

は、地域との交流を進め、就学後においても自主的・主体的な活動を行うコミュ

ニティ・スクール4への支援、あしやキッズスクエア、トライやる・ウィークの充実な

ど地域との連携に取り組みます。 

 
2-2-7 中学校部活動の地域展開の推進 

中学校の学校部活動に代わり、こどもたちが地域においてスポーツ・文化芸

術活動を体験する機会を将来にわたって確保できるよう地域における新たな

環境構築に向けた取組を進めます。 

 

 
4 コミュニティ・スクール：小学校を学校の教育活動に支障のない範囲内において、地域住民に開放し、自主的・主体的な文化活

動、スポーツ活動や地域活動を行うことを通じて、住民相互の連帯感や自治意識を高め、よりよいコミュニティの創造・発展を

目的として活動しているもの。昭和 53 年（1978 年）、三条小学校に「三条コミスク」を設置したのを皮切りに、昭和 61 年

（1986 年）に全小学校区にコミスクを設置しました。 



 
 

  



 
 

＜施策分野１ 子育て・教育＞ 

施策目標３ 生涯を通じた学びの文化が醸成されている 

 
 
 
 
■概要 

  第５次総合計画前期基本計画における主な取組 

歴史的・文化的な資源の活用推進に向け、芦屋市民文化賞や芦屋市善行賞

「つつじ賞」の表彰式を開催したほか、国指定重要文化財であるヨドコウ迎賓館

竣工 100 周年を記念し、講演会や夜間特別見学ツアーなど、市内外へ魅力を発

信する取組を実施しました。また、美術博物館改修工事に伴い、新たに歴史資料

展示室を常設しました。 

「読書のまち」の推進に向け、図書館でのイベント実施や、市役所や図書館に

おける読書活動紹介展示の実施などを行いました。また、学校園と連携し、図書

館見学の受入、出前授業や読書スタンプラリーの配布など読書活動の充実に取

り組んだほか、電子図書館サービスを開始し、読書環境の整備を図りました。 

また、各種イベントや、少年少女カヌー体験教室を実施したほか、春のファミリ

ースポーツのつどいの開催など、様々な地域、団体、大学などと連携して市民が

スポーツに親しめる事業を実施しました。 

市民による学びに向けては、生涯学習出前講座、あしや学びあいセミナー、芦

屋川カレッジ、芦屋病院公開講座、健康フォーラムなどの実施により、学習機会

の提供に取り組みました。 

 
  課題 

新型コロナウイルス感染症の影響によって、イベントや文化施設の休業など

様々な制約下での開催を余儀なくされ、文化的活動の停滞は、人、地域とのつ

ながりにも大きな影響を及ぼしました。人々の繋がりや居場所の創出、次世代

への継承、まちの魅力創造・発信など、文化施策と他分野の施策との連携を深

め、まちの魅力創造・発信など、文化の力を活かした魅力的なまちづくりを推進

する必要があります。 

また、継続して市民がスポーツに親しめる事業の実施が求められるほか、生

涯学習に関する取組については、知の循環型社会をさらに推進していく必要が

あります。さらに、ライフスタイルが多様化する中、図書館利用者の減少など読

書離れの傾向にありますが、市民の様々なニーズに応え、今後も地域に必要と

される図書館であることを目指すとともに、こどもたちの読書活動の充実にも

取り組む必要があります。 

 
  



 
 

■指標 

指標 
前期計画 

策定時実績 

前期計画 

策定時目標 

最新 

実績 

後期計画 

終了時目標 

① 芦屋市内の主な歴史的・文化的な

資源を知っている人の割合（％） 
64.1 70.0 

82.7 

（R6） 
85.0 

② 月に１回はスポーツ、芸術、歴史に

触れるために外出している人の割

合（％） 

42.5 50.0 
35.5 

（R6） 
75.0 

③ この１年間で自発的に学びを得る

機会があった人の割合（％） 
46.9 52.0 

35.1 

（R6） 
55.0 

④ 図書館来館者数（人）（※） － － 
427,310 

（R6） 
470,000 

（注）「-」は、後期基本計画時に新設したため、前期基本計画には表示が無かったもの。 

（※）本館、打出分室（うちぶん（打出教育文化センター）来館者数）、大原分室の来館者人数。 

 

■関連する主な条例や課題別計画等 

  文化基本条例（平成 22 年条例第１号） 

  文化財保護条例（平成元年条例第７号） 

  第３次文化推進基本計画（令和８～１２年度）※総合計画と一体的に策定 

  第３期スポーツ推進計画（令和６～１５年度） 

  第２期スポーツ推進実施計画（令和６～１０年度） 

  教育指針（毎年度更新） 

  



 
 

＜基本施策、主な施策、説明文＞ 

3-1 文化の力を活かした魅力的なまちづくりの推進 

3-1-1 文化振興と地域活性化の一体的な推進 
国際文化住宅都市として培われた文化の力を活かし、他分野の施策とも連携

しながら、社会包摂の観点から、誰もが文化的活動に参加できる取組を推進し、

人々の繋がりや居場所の創出など、文化振興と地域活性化を一体的に推進しま

す。 

 
3-1-2 歴史的・文化的な資源の保存・活用の推進 

個性豊かで幅広い芦屋文化が創造されるまちづくりの実現を目指し、社会教

育施設・文化施設の有効利用や史跡・文化財などの保存・活用を推進します。 

 
3-1-3 将来にわたって継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会の

確保・充実 
中学校部活動の地域展開やコミュニティ・スクールの活動等により、スポーツ・

文化芸術活動に親しむ機会の確保・充実を図り、こどもたちが生涯にわたって

スポーツや文化芸術と豊かに関わる力を身につけられるよう取組を進めます。 

 
3-1-4 生涯にわたって読書に親しむ環境の整備 

多世代のニーズに対応するとともに、社会や地域の情報拠点としての役割を

果たせるよう、魅力ある読書環境の整備を図ります。また、こどもたちが読書に

親しみ、読書の楽しさを実感できるよう、学校図書館との連携充実に取り組み

ます。 

 
3-1-5 誰もが健康で豊かなスポーツ文化を楽しめる環境の推進 

地域や団体、学校と連携しながら「する・みる・ささえる」スポーツ文化を醸成

し、すべての市民が楽しめる環境づくりを進めます。 

 

3-2 市民による学びの仕組みづくりを進めます 

3-2-1 市民による生涯を通じた学びの推進 
地域の学習情報を得る機会を創出するとともに、学習情報を活用し、自らが

リーダーとなって活躍できる人材・団体の支援に取り組みます。 

 


















































